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新潟県条例第50号 

新潟県立学校条例の一部を改正する条例 

新潟県立学校条例（昭和39年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第４（第１条関係） 

特別支援学校の名称 位  置 

（略） 

新 潟 県 立 村 上 特 別 支 援 学 校 村 上 市

新潟県立新発田竹俣特別支援学校 新 発 田 市

（略） 

別表第４（第１条関係） 

特別支援学校の名称 位  置 

（略） 

新 潟 県 立 村 上 特 別 支 援 学 校 

 

村 上 市

（略） 
 

  

附 則 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 


